
日
本
に
よ
る
南
シ
ナ
海
諸
島
・
礁
の
領
有

Possesion of Islands and R
eefs by Japan in South C

hina Sea
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道　
　

彦

要　
　
　

旨

日
本
は
、
一
七
世
紀
か
ら
南
シ
ナ
海
の
島
・
礁
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
九
一
七
年
に
は
占
有
し
た
と
主
張
し
た
。
日
本
は
、
フ
ラ
ン
ス

と
の
間
で
一
九
三
三
年
か
ら
領
有
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
が
、
南
シ
ナ
海
の
島
・
礁
の
領
有
に
「
新
南
群
島
」
と
い
う
名
称
を
付
与
し
、
日
中
戦
争

期
の
一
九
三
九
年
三
月
三
〇
日
に
「
新
南
群
島
」
領
有
に
対
す
る
「
法
的
手
続
を
完
了
」
し
、
台
湾
総
督
府
が
管
轄
し
た
。
し
か
し
、
日
本
は
一
九

四
五
年
八
月
一
四
日
、
連
合
国
に
降
伏
し
、
一
九
五
一
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
南
シ
ナ
海
諸
島
・
礁
の
放
棄
に
同
意
し
、
一
九

五
二
年
四
月
二
八
日
、
同
条
約
は
法
的
「
放
棄
」
が
発
効
し
た
。
こ
の
領
有
行
為
は
、
そ
の
後
の
中
華
民
国
に
よ
る
「
一
一
段
線
」
主
張
と
そ
れ
を

引
き
継
い
だ
中
華
人
民
共
和
国
に
よ
る
「
九
段
線
」
主
張
の
原
型
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

南
シ
ナ
海
諸
島
・
礁
、
新
南
群
島
、
台
湾
総
督
府
、
告
示
第
三
六
八
三
号
、
中
国
九
段
線
主
張
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は
じ
め
に

日
本
は
、
一
七
世
紀
か
ら
南
シ
ナ
海
の
島
・
礁
と
若
干
の
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
九
一
七
年
に
は
占
有
し
た
と
主
張
し
て
い

る
。日

本
は
、
南
シ
ナ
海
の
島
・
礁
の
領
有
に
「
新
南
群
島
」
と
い
う
名
称
を
付
与
し
、
日
中
戦
争
期
の
一
九
三
九
年
三
月
三
〇
日
に
「
新

南
群
島
」
領
有
に
対
す
る
「
法
的
手
続
を
完
了
」
し
た
。
し
か
し
、
日
本
は
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
、
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
敗

北
に
よ
り
「
新
南
群
島
」
か
ら
撤
退
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
「
放
棄
」
が
決
定
さ
れ
、
一
九
五

二
年
四
月
二
八
日
、
法
的
「
放
棄
」
が
発
効
し
た
。

日
本
と
南
シ
ナ
海
島
・
礁
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
浦
野
起
央
『
南
海
諸
島
国
際
紛
争
史　

研
究
・
資
料
・
年
表
』（
刀
水
書
房　

一
九
九
七
年
九
月
。
以
下
、「
浦
野1997

」
と
略
称
）
が
詳
し
い
。

一
．
江
戸
幕
府
期
（
一
七
世
紀
〜
一
九
世
紀
）

末
吉
孫
左
衛
門
は
慶
長
九
年
／
一
六
〇
四
年
か
ら
寛
永
一
一
年
／
一
六
三
四
年
ま
で
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
商
人
と
し
て
朱
印
状
を

一
三
回
受
け
、
の
ち
に
は
御
奉
書
を
受
け
て
ル
ソ
ン
・
シ
ャ
ム
・
ト
ン
キ
ン
（
東
京
）
に
船
を
出
し
た
。
父
・
孫
左
衛
門
吉
康
が
ル
ソ

ン
・
ト
ン
キ
ン
へ
の
渡
航
の
さ
い
使
用
し
て
い
た
と
さ
れ
る
「
東
亜
航
海
図
」
に
は
南
シ
ナ
海
の
西
沙
群
島
と
思
わ
れ
る
暗
礁
地
帯
が
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描
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
角
屋
七
郎
兵
衛
は
ベ
ト
ナ
ム
に
渡
航
し
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
の
日
本
人
町
ホ
イ
・
ア
ン
（
会
安
）
の
管
理
者
と

な
っ
た
が
、
寛
永
一
三
年
／
一
六
三
六
年
の
鎖
国
令
で
帰
国
で
き
な
く
な
っ
た
。
彼
は
寛
永
五
年
／
一
六
六
五
年
、
自
分
が
使
用
し
て

い
た
「
東
亜
航
海
図
」
を
兄
・
七
郎
次
郎
に
送
っ
た
（
浦
野1997 

一
三
五
頁
）。

（
浦
野
起
央
『
南
シ
ナ
海
の
領
土
問
題
【
分
析
・
資
料
・
文
献
】』（
三
和
書
籍　

二
〇
一
五
年
六
月
。
以
下
、「
浦
野2015

」
と
略
称
）
は
、
角
屋
七

郎
兵
衛
が
一
六
三
一
年
、
ベ
ト
ナ
ム
貿
易
の
た
め
ア
ン
ナ
ン
に
渡
航
し
、
そ
こ
か
ら
「
東
亜
航
海
図
」
を
日
本
に
送
り
届
け
た
（
八
〇
頁
、
八
五
頁
）

と
し
て
お
り
、
浦
野1997
と
は
時
点
に
つ
い
て
ず
れ
が
あ
る
。）

こ
の
ほ
か
に
も
、
琉
球
王
国
の
東
南
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
・
交
流
が
あ
り
、
南
シ
ナ
海
と
関
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二
．
明
治
期
（
一
九
〇
二
年 
―
一
九
〇
九
年
）

西
沢
吉
治
の
船
は
、
一
九
〇
二
年
に
東
沙
群
島
で
難
破
し
、
そ
の
後
、
同
群
島
の
最
初
の
探
検
が
彼
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
（
ウ
リ

セ
ス
・
グ
ラ
ナ
ド
ス
・
キ
ロ
ス
『
共
存
と
不
和
：
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
領
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
の
分
析　

一
九
〇
二
―
一
九
五
二
年
』
四
六
頁
。
松
頼

社　

二
〇
一
〇
年
二
月
。
以
下
、「
キ
ロ
ス2010

」
と
略
称
）
1
（

）。

玉
置
半
右
衛
門
は
、
明
治
三
五
年
／
一
九
〇
二
年
に
東
沙
群
島
を
探
検
し
た
（
浦
野1997 

一
四
七
頁
、
浦
野2015 

八
五
頁
）。

基キ
ー

隆ル
ン

の
西
沢
商
店
所
属
船
の
船
頭
吉
田
某
は
、
一
九
〇
二
年
の
冬
、
神
戸
港
か
ら
台
湾
へ
と
向
か
う
途
中
、
台
風
に
遭
い
、
プ
ラ
タ

ス
島
と
思
わ
れ
る
一
孤
島
に
漂
着
し
た
（
浦
野1997 

一
四
八
頁
）。

貿
易
商
社
・
恒
信
社
所
属
の
長
風
丸
は
、
明
治
三
八
年
／
一
九
〇
五
年
に
プ
ラ
タ
ス
島
に
赴
い
た
。
恒
信
社
は
、
在
日
清
国
公
使
、

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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横
浜
駐
在
各
国
領
事
の
ほ
か
、
上
海
道
台
、
イ
ギ
リ
ス
香
港
政
庁
に
も
問
い
合
わ
せ
、
プ
ラ
タ
ス
島
の
無
所
属
を
確
認
し
た
上
と
し
て
、

外
務
省
の
許
可
を
受
け
て
、
明
治
四
〇
年
／
一
九
〇
七
年
の
夏
、
長
風
丸
に
よ
る
再
度
の
探
検
を
実
施
し
た
（
浦
野1997 

一
四
八
頁
）。

（
浦
野1997
は
、
プ
ラ
タ
ス
島
が
「
放
棄
せ
ら
れ
た
る
島
」
と
確
認
し
た
の
は
一
八
九
六
年
と
述
べ
て
い
た
。）

長
風
丸
に
よ
る
再
度
の
探
検
に
先
立
ち
、
水
谷
新
六
は
西
村
竹
蔵
と
の
共
同
事
業
と
し
て
、
計
九
名
で
一
九
〇
七
年
四
月
上
旬
、
台

湾
丸
で
プ
ラ
タ
ス
島
を
探
検
し
た
。
水
谷
ら
は
、
雨
風
で
プ
ラ
タ
ス
島
に
取
り
残
さ
れ
、
台
湾
総
督
府
の
救
助
船
・
城
津
丸
で
救
助
さ

れ
た
（
浦
野1997 

一
四
八
頁
）。

プ
ラ
タ
ス
島
を
「
西
沢
島
」
と
命
名
（
一
九
〇
七
年
）　　

長
風
丸
は
、
一
九
〇
五
年
に
プ
ラ
タ
ス
島
の
無
帰
属
を
確
認
し
、
一
九
〇

七
年
、
西
沢
吉
治
は
プ
ラ
タ
ス
島
を
西
沢
島
と
命
名
し
た
（
浦
野2015 

八
五
頁
）。

北
緯
一
四
度
四
二
分
二
秒
、
東
経
一
一
六
度
四
二
分
一
四
秒
に
中
国
が
管
轄
す
る
荒
島
の
一
区
が
香
港
・
マ
カ
オ
付
近
と
ア
メ
リ
カ

所
属
小
ル
ソ
ン
群
島
の
間
に
あ
り
、
日
本
商
人
の
西
沢
吉
次
は
〔
光
緒
三
三
年
／
一
九
〇
七
年
〕
六
月
三
〇
日
、
一
二
〇
人
を
糾
合
し

四
国
丸
で
同
島
に
向
か
い
、
七
月
二
日
に
上
陸
し
て
宿
舎
を
建
て
た
と
の
記
事
が
あ
る
（
韓
振
華
主
編
・
編
著
林
金
枝
・
吳
鳳
斌
『
我
国
南

海
諸
島
史
料
匯
編
』
東
方
出
版
社 

一
九
八
八
年
一
月
。
以
下
『
史
料
匯
編
』
と
略
称
。
一
四
三
―
一
四
四
頁
）。（
こ
れ
は
、
旧
暦
で
あ
る
。）

西
沢
吉
治
は
明
治
四
〇
年
／
一
九
〇
七
年
八
月
八
日
、
百
五
名
の
労
働
者
と
資
材
を
四
国
丸
に
満
載
し
て
プ
ラ
タ
ス
島
を
め
ざ
し
て

台
湾
を
出
航
し
、
一
二
日
に
同
島
に
上
陸
し
た
。
彼
ら
は
、
同
島
の
探
検
と
小
屋
の
建
設
に
あ
た
り
、
ポ
ー
ル
に
日
章
旗
を
掲
げ
て
占

領
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
島
の
名
を
「
西
沢
島
」
と
し
、
木
標
を
立
て
た
（
浦
野1997 

一
四
九
―
一
五
〇
頁
）。

『
清
季
外
交
史
料
』
第
二
期
（
宣
統
一
年
／
一
九
〇
九
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
〇
年
／
一
九
〇
七
年
八
月
「
西
沢
島
」
の
文
字
が

刻
ま
れ
た
立
木
が
あ
り
、
日
本
式
家
屋
が
二
〇
―
三
〇
軒
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（『
史
料
匯
編
』
一
四
六
―
一
四
七
頁
）。
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「
西
沢
島
」
命
名
に
関
し
て
、
清
国
「
外
交
部
」
は
調
査
を
命
じ
、
両
広
総
督
は
同
年
一
〇
月
、
在
南
京
副
領
事
・
船
津
辰
一
朗
に
『
中

国
沿
海
険
要
』
を
示
し
、
東
沙
島
は
清
国
領
で
あ
る
旨
を
主
張
、
副
領
事
は
同
書
が
英
訳
本
な
の
で
清
国
領
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
反
論
し
た
（
浦
野1997 

一
五
〇
頁
）。

（
な
お
、
浦
野1997

の
『
中
国
沿
海
険
要
』
と
は
英
国
海
軍
海
道
測
量
局C

hina Sea D
irectory, 

一
八
九
四
、
陳
寿
彭
訳
『
中
国
江
海
険
要
図
誌
』

を
指
す
と
思
わ
れ
る
（
二
一
三
頁
）、
と
し
て
い
る
。）（
清
朝
は
一
九
〇
一
年
、「
総
理
各
国
事
務
衙
門
」
を
「
外
務
部
」
に
改
編
し
て
お
り
、
浦
野

1997

記
述
の
「
外
交
部
」
は
「
外
務
部
」
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
。
拙
著
『
ア
ジ
ア
史
入
門　

日
本
人
の
常
識
』
白
帝
社 

二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
二
一
七

頁
参
照
。）

日
本
軍
艦
・
商
船
、
一
九
〇
七
年
「
西
沙
島
」
占
拠　
　

日
本
政
府
が
南
シ
ナ
海
諸
島
・
礁
の
領
有
に
つ
い
て
関
心
を
示
し
た
の
は

一
九
〇
七
年
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

日
本
外
務
省
は
、
明
治
四
〇
年
／
一
九
〇
七
年
に
東
沙
島
の
帰
属
に
つ
い
て
調
査
し
た
（
浦
野1997 

一
三
九
頁
）。

『
史
料
匯
編
』
は
、
一
九
〇
七
年
に
お
け
る
日
本
の
動
き
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
た
（
一
三
〇
頁
）。

「
光こ
う

緒し
ょ

三
三
年
〔
一
九
〇
七
年
〕、
日
本
は
突
如
、
台
湾
方
面
か
ら
軍
艦
一
艘
、
商
船
二
辰た
つ
ま
る丸
一
艘
を
派
遣
し
、
武
器
お
よ
び
日
本

人
を
満
載
し
、
わ
が
東
、
西
沙
島
占
拠
を
図
り
、
当
地
の
番
黎
人
民
は
群
起
し
て
反
対
し
た
が
、
日
本
の
艦
船
は
発
砲
攻
撃
し
た
。

張
珍
駿
〔
張
人
駿
？
〕
は
、
李
准
を
派
遣
し
て
交
渉
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
艦
船
は
わ
が
方
に
謝
罪
し
た
。
日
本
艦
船
二
辰

丸
お
よ
び
軍
艦
は
、
た
だ
ち
に
退
去
し
た
。」「
提
仁
輔
啓
。
一
月
三
〇
日
」（
一
九
四
七
年
二
月
二
日
天
津
『
大
公
報
』）。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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日
本
の
軍
艦
・
商
船
は
、
一
九
〇
七
年
に
東
沙
群
島
・
西
沙
群
島
を
占
領
し
よ
う
と
し
た
が
、
日
清
交
渉
の
結
果
、
撤
退
し
た
、
と

の
一
九
四
七
年
の
記
述
で
あ
る
。

『
史
料
匯
編
』
は
、「
外
務
部
（
光
緒
三
三
年
九
月
）
五
日
」
の
問
い
合
わ
せ
文
書
が
「
港
澳
〔
香
港
・
ア
モ
イ
〕
付
近
と
ア
メ
リ
カ
所

属
小
ル
ソ
ン
群
島
の
間
に
中
国
管
轄
の
荒
島
一
区
が
あ
り
、
北
緯
一
四
度
四
二
分
二
秒
、
東
経
一
一
六
度
四
二
分
一
四
秒
」
で
、
日
本

商
人
西
沢
吉
治
は
一
二
〇
人
を
糾
合
し
、
六
月
三
〇
日
午
後
、
四
国
丸
に
乗
り
、
当
該
島
に
向
か
い
、
七
月
二
日
登
岸
し
宿
舎
を
建
設

し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
四
三
―
一
四
四
頁
）、
と
書
い
て
い
る
。

『
史
料
匯
編
』
は
、
両
広
総
督
張
人
駿
が
光
緒
三
三
年
九
月
九
日
付
け
で
外
務
部
に
「
日
本
人
西
沢
が
海
島
を
発
見
し
た
件
」
に
つ

い
て
、「
当
該
島
は
瓊け
い

州
〔
海
南
島
〕
海
口
砲
口
か
ら
四
百
八
十
六
英
海
里
〔
マ
イ
ル
〕
〇
七
八
分
〔
一
マ
イ
ル
は
一
・
六
〇
九
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
〕
あ
り
、
香
港
か
ら
四
百
七
十
六
英
海
里
〇
九
四
分
で
あ
る
」（
一
四
四
頁
）、
と
そ
の
位
置
関
係
を
書
い
て
い
る
。

『
史
料
匯
編
』
の
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
年
）
四
月
二
七
日
『
清
季
外
交
史
料
』
か
ら
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
両
広
総
督
張
人
駿
が
軍
機

処
・
外
務
部
に
あ
て
た
四
月
二
七
日
付
け
文
書
に
、
日
本
人
西
沢
吉
次
が
「
プ
ラ
タ
ス
／
東
沙
島
」
を
利
用
し
西
沢
島
と
改
名
し
た
事

実
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
粤え
つ

轄
東
南
海
面
第
一
三
雑
澳お
う

に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
海
部
の
記
載
に
訳
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
タ
ス
は
原
名
東
沙
島
で
あ
り
ま
す
。

閩び
ん

粤
〔
福
建
・
広
東
〕
漁
戸
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
風
を
避
け
、
停
泊
す
る
所
で
あ
り
、
廟
宇
が
建
て
ら
れ
て
お
り
、
食
糧
が
蓄
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
丙
午
〔
一
九
〇
八
年
〕
の
秋
、
日
本
商
人
西
沢
吉
次
が
経
営
し
て
年
を
越
え
て
お
り
、
西
沢
島
と
改
名
し
ま
し

た
。」（『
史
料
匯
編
』
一
三
〇
―
一
三
一
頁
）
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こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
西
沢
吉
次
が
経
営
を
開
始
し
た
の
は
一
九
〇
七
年
頃
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
の
う
ち
、「
プ
ラ
タ
ス
」
島

の
「
原
名
」
が
「
東
沙
島
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
逆
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

『
史
料
匯
編
』
は
、『
宣
統
政
記
』
が
「
粤
疆
浜
海
は
南
海
大
洋
の
中
で
洲
島
が
は
な
は
だ
多
い
。
日
本
人
は
東
沙
島
を
占
拠
し
て
お

り
、
現
に
理
に
拠
っ
て
力
争
し
、
当
該
の
島
を
回
収
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
西
沙
島
を
調
べ
る
と
、
崖
州
に
あ
っ
て
榆ゆ

林り
ん

港
付
近
に

属
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
七
頁
）、
と
書
い
て
い
る
。

『
清
季
外
交
史
料
』
第
二
冊
（
宣
統
一
年
／
一
九
〇
九
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、「
東
沙
島
」
の
件
に
つ
き
、
日
本
側
は
「
無
主
の
荒
島
と

見
な
す
べ
き
だ
が
、
も
し
中
国
が
同
島
は
管
轄
内
で
あ
る
と
見
な
す
の
な
ら
、
地
方
志
が
あ
る
べ
き
で
、
同
島
は
ど
の
官
ど
の
営
が
管

轄
し
て
い
た
の
か
確
証
が
あ
る
べ
き
で
、
そ
れ
ら
の
証
拠
を
電
文
で
外
〔
務
〕
部
に
寄
せ
ら
れ
た
い
」
と
求
め
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し

て
張
人
駿
は
福
建
・
広
東
の
漁
船
は
こ
こ
へ
魚
を
取
り
に
来
て
お
り
、
島
内
に
は
海
神
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、「
同
島
の
状

況
を
見
る
に
、
歴
史
的
に
粤
〔
広
東
〕
に
属
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」（
浦
野1997 

一
四
八
頁
）
と
の
答
を
日
本
側
は
得
て
い
る
、
と
し

て
い
る
。

日
本
側
の
主
張
は
、「
無
主
の
荒
島
」
で
あ
っ
た
と
の
主
張
で
あ
る
。
張
人
駿
の
論
拠
は
、
や
や
あ
い
ま
い
で
は
あ
る
が
、
広
東
側

は
漁
業
実
績
、「
海
神
廟
」
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し
て
領
有
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。『
清
季
外
交
史
料
』（
宣

統
一
年
／
一
九
〇
九
年
八
月
）
に
よ
れ
ば
、
日
清
双
方
は
、
西
沢
側
資
産
を
日
本
円
六
七
万
円
、
中
国
側
資
産
を
広
東
毫
銀
一
六
万
元
と

し
、
プ
ラ
タ
ス
島
（
東
沙
島
）
を
清
国
側
に
引
き
渡
す
こ
と
と
し
た
（
浦
野1997 

一
五
三
―
一
五
四
頁
）
と
い
う
。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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三
．
大
正
・
昭
和
初
期
（
一
九
一
三
年 

―
一
九
二
九
年
）

浦
野2015
は
、
日
本
が
一
九
一
三
年
、
プ
ラ
タ
ス
島
（
東
沙
島
）
を
中
華
民
国
に
引
き
渡
し
た
（
八
六
頁
）、
と
し
て
い
る
。

小
松
重
利
・
池
田
金
造
の
西
沙
群
島
・
南
沙
群
島
編
入
願
い
（
一
九
一
八
年
）　　

小
松
重
利
・
池
田
金
造
は
、
一
九
一
七
年
二
月
か

ら
八
月
に
か
け
て
西
沙
群
島
お
よ
び
南
沙
群
島
を
探
検
し
、
燐
鉱
石
の
有
望
性
を
確
認
し
た
。
彼
ら
は
、
西
沙
群
島
に
つ
い
て
は
「
ウ

デ
ー
〔
ウ
ッ
デ
ィ
〕
島
」﹇
林
島
﹈、
リ
ン
コ
ル
ン
島
﹇
東
島
﹈
を
発
見
し
、
外
務
省
に
帰
属
を
問
い
合
わ
せ
た
が
判
明
せ
ず
、
翌
一
九

一
八
年
、
神
山
閏
次
・
橋
本
圭
三
郎
の
名
義
で
内
田
康
哉
外
務
大
臣
に
領
土
編
入
願
い
を
提
出
し
た
。
そ
の
後
、
再
調
査
が
行
な
わ
れ
、

西
沙
群
島
の
リ
ン
コ
ル
ン
島
、
中
央
島
﹇
中
島
﹈、
北
島
、
樹
島
、
多
樹
島
﹇
林
島
﹈、
多
岩
島
﹇
石
島
﹈、
バ
ッ
ト
ル
島
﹇
珊
瑚
島
﹈、

ロ
ベ
ル
ト
島
﹇
甘
泉
島
﹈、
東
ダ
ン
カ
ン
島
﹇
小
三
脚
島
﹈、
西
ダ
ン
カ
ン
島
﹇
大
三
脚
島
﹈、「
ド
ラ
モ
ン
ト
」
島
﹇
伏
波
島
﹈、
モ
ニ

イ
島
﹇
金
銀
島
﹈、
ツ
ラ
イ
ト
ン
島
﹇
南
極
島
﹈
の
ほ
か
、
彼
ら
両
名
は
南
沙
群
島
の
一
一
の
島
嶼
の
図
面
を
添
え
て
、
再
度
、
領
土

編
入
に
よ
る
開
発
願
い
を
提
出
し
た
（
浦
野1997 

一
六
〇
頁
）。

（
外
務
省
）「
欧
米
局
第
二
課
」
の
一
九
三
三
年
七
月
一
日
付
け
文
書
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
八
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
「
ウ
デ
ー

〔
ウ
ッ
デ
ィ
〕
島
」﹇
林
島
﹈、
リ
ン
コ
ル
ン
島
﹇
東
島
﹈
ノ
ー
ス
・
デ
イ
ン
ジ
ャ
ー
島
、
フ
ラ
ッ
ト
島
、
ナ
ン
シ
ャ
ン
島
を
発
見
し
、

右
諸
島
を
帝
国
版
図
に
編
入
す
る
よ
う
内
田
〔
康
哉
〕
外
務
大
臣
あ
て
願
い
出
た
（
浦
野1997 

二
二
六
頁
）。

次
い
で
ラ
サ
島
燐
鉱
株
式
会
社
は
同
年
一
一
月
、
北
二
子
島
（
ノ
ー
ス
・
デ
ン
ジ
ャ
ー
、
ノ
ー
ス
イ
ー
ス
ト
・
ケ
ー
）、
南
二
子
島
（
ノ
ー

ス
・
デ
ン
ジ
ャ
ー
、
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ス
ト
・
ケ
ー
）、
西
青
ヶ
島
（
ウ
ェ
ス
ト
・
ヨ
ー
ク
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）（
危
険
区
域
内
）、
三
角
島
（
チ
ツ
・
ア
イ

― ₅₈ ―
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ラ
ン
ド
）、
長
島
（
イ
ツ
・
ア
バ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）
を
発
見
し
た
（
浦
野1997 

二
二
七
頁
）。（
南
二
子
を
「
ノ
ー
ス
」
と
し
て
い
る
の
は
「
サ
ウ
ス
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。）

こ
こ
に
お
い
て
、
同
社
は
一
九
二
〇
年
一
一
月
、
さ
ら
に
中
小
島
（
ロ
ア
イ
タ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）、
南
小
島
（
ナ
ム
イ
ッ
ト
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）、

西
鳥
島
（
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）、
丸
島
（
ア
ン
・
ボ
イ
ナ
・
ケ
ー
）
を
発
見
し
た
（
浦
野1997 

二
二
七
頁
）。

一
九
二
三
年
九
月
か
ら
一
〇
月
の
頃
に
、
亀
甲
島
（
フ
ラ
ッ
ト
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）、
飛
鳥
島
（
シ
ン
・
コ
エ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）
を
発
見
、
長

島
・
南
二
子
島
に
は
神
社
・
事
務
所
等
を
建
設
し
た
。

「
平
田
群
島
」
命
名
（
一
九
一
九
年
三
月
）　　

さ
ら
に
、
平
田
末
治
は
一
九
一
七
年
六
月
、
暴
風
に
遭
い
西
沙
群
島
に
漂
着
、
翌
一

九
一
八
年
、
西
沙
群
島
に
赴
き
、
さ
ら
に
一
九
一
九
年
、
三
度
目
の
調
査
隊
を
送
り
、
海
軍
省
・
農
商
務
省
・
外
務
省
当
局
に
照
会
し
、

同
群
島
の
「
無
所
属
」
を
確
認
し
た
。
平
田
は
同
年
三
月
五
日
、
農
商
務
大
臣
山
本
達
雄
あ
て
に
燐
鉱
石
を
提
出
し
、
こ
れ
ら
の
島
を

「
平
田
群
島
」
と
名
づ
け
た
（
浦
野1997 

一
六
〇
頁
）。

そ
の
さ
い
、
提
出
さ
れ
た
願
書
に
は
、
バ
ッ
ト
ル
島
、
オ
ブ
ザ
ベ
ー
シ
ョ
ン
堆
、
多
樹
島
﹇
林
島
﹈、
モ
ニ
イ
島
、
リ
ン
コ
ル
ン
島
、

「
ダ
ン
カ
ン
」
島
﹇
大
三
脚
島
﹈、
ロ
ベ
ル
ト
島
、「
ド
ラ
ム
モ
ン
ト
」
島
﹇
伏
波
島
﹈、
の
地
図
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九

〇
七
年
の
清
国
に
よ
る
同
群
島
の
記
録
が
日
本
の
『
海
軍
水
路
誌
』
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
西
沙
群
島
の
開
発
計
画
は
一
時
中
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
浦
野1997 

一
六
一
頁
）。

三
井
物
産
会
社
は
、
一
九
二
〇
年
三
月
二
〇
日
付
け
の
イ
ン
ド
シ
ナ
海
軍
長
官
ル
ミ
ー
大
佐
あ
て
書
簡
で
、
同
群
島
が
フ
ラ
ン
ス
領

で
あ
る
か
ど
う
か
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
ル
ミ
ー
大
佐
は
「
海
軍
の
公
文
書
に
於
て
は
パ
ラ
セ
ル
群
島
の
所
属
国
を
決
定
し
得
へ
き

も
の
毫
も
な
し
」（
浦
野1997 

一
六
一
頁
）
と
回
答
し
た
。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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こ
れ
に
対
し
、
中
国
広
東
民
政
長
官
は
一
九
二
一
年
三
月
三
〇
日
付
け
命
令
で
「
一
九
二
一
年
三
月
一
一
日
の
会
議
に
於
て
広
東
督

軍
は
パ
ラ
セ
ル
群
島
を
行
政
上
海
南
島
ヱ
ー
県
支
庁
に
付
属
せ
し
む
る
こ
と
に
決
定
せ
り
」（
浦
野1997 

一
六
一
頁
）
と
い
う
。

西
沙
群
島
の
民
間
開
発
に
対
す
る
「
民
国
政
府
」（
広
州
軍
政
府
を
指
す
と
見
ら
れ
る
―
齋
藤
）
の
正
式
認
可
は
、
一
九
二
一
年
三
月
、

軍
政
府
内
政
部
あ
て
に
申
請
を
行
な
っ
た
何
瑞
年
が
最
初
で
あ
る
（
浦
野1997 

一
六
六
頁
）
と
い
う
。

梁
国
之
は
一
九
二
一
年
三
月
、「
合
辦
西
沙
群
島
実
業
無
限
公
司
」
と
い
う
事
実
上
の
日
華
合
弁
会
社
を
設
置
し
た
（
浦
野1997

一
六

七
―
一
六
九
頁
）。

「
平
田
群
島
（
新
南
群
島
　
西
沙
群
島
）
の
経
緯
」　　
「
平
田
群
島
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
代
史
研
究
所
檔
案
館
所
蔵
「
中
華
民
国

外
交
部
檔
案
」
電
子
資
料
に
「
平
田
群
島
（
新
南
群
島　

西
沙
群
島
）
の
経
緯
」（
日
本
語
、
活
字
印
刷
。
筆
者
名
・
日
付
共
に
未
記
載
）
と
い

う
日
本
の
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
拙
稿
「
南
シ
ナ
海
問
題
と
中
華
民
国
外
交
部
檔
案
」（『
中
央
大
学
経
済
研
究
所
年

報
』
第
四
八
号　

二
〇
一
六
年
九
月
）
に
採
録
し
た
。

ビ
ル
・
ヘ
イ
ト
ン
『
南
シ
ナ
海

―
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
め
ぐ
る
闘
争
史
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
。
安
原
和
見
訳
）
や
浦

野2015

に
は
「
平
田
群
島
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

南
方
政
府
と
平
田
末
治
と
の
合
意
（
一
九
二
一
年
一
一
月
）　　

陳
炯け
い

明
軍
が
一
九
二
二
年
六
月
一
六
日
、
ク
ー
デ
タ
ー
で
南
方
政
府

（
孫
文
派
広
東
軍
政
府
）
を
倒
し
た
さ
い
孫
文
の
オ
フ
ィ
ス
で
南
方
政
府
と
日
中
林
鉱
産
業
協
会
と
の
協
定
書
を
発
見
し
た
こ
と
は
、
英

国
外
務
省
機
密
外
交
資
料
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月
五
日
署
名
の
こ
の
協
定
は
、「
一
九
二
一
年
一
一
月
に
孫
文
と
日
本
人
の
平
田
末
治

と
の
間
で
合
意
に
至
っ
て
い
た
」（
キ
ロ
ス2010 

六
二
―
六
三
頁
）、
と
し
て
い
る
。

宇
垣
外
務
大
臣
は
、
一
九
一
七
年
と
一
九
二
九
年
の
新
南
群
島
に
つ
い
て
一
九
三
八
年
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
大
正
六
年
〔
一
九
一
七
年
、
日
本
の
〕『
ラ
サ
』
工
業
は
〔
新
南
群
島
に
対
し
〕
既
に
探
検
を
行
ひ
政
府
の
承
認
を
得
て
事
業
を

開
始
し
、
又
昭
和
四
年
〔
一
九
二
九
年
〕
特
に
軍
艦
膠こ
う

州し
ゅ
うを
派
遣
本
群
島
を
測
量
探
検
せ
し
め
、
引
続
き
開
洋
漁
業
会
社
の
漁
業

進
出
と
な
り
無
線
電
信
台
さ
へ
建
立
す
る
等
我
方
占
拠
経
営
の
既
成
事
実
厳
存
せ
る
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和

一
三
年
〔
一
九
三
八
年
〕
八
月
一
五
日　

宇
垣
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」。
な
お
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
平
仮
名
表
記
に
改
め
、

句
読
点
を
補
っ
た
。）

同
電
報
に
よ
れ
ば
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
は
「
先
占
宣
言
」
を
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
は
、
一
九
一
七
年
が
日
本
に
よ
る
「
新
南
群
島
」
占
有
の
年
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
新
南
群
島
に
対
す
る
帝
国
軍
艦
の
行
動
に
関
し
て
は
既
に
大
正
六
年
〔
一
九
一
七
年
〕
以
来
帝
国
臣
民
が
帝
国
政
府
の
支
持

に
依
り
厳
た
る
占
有
の
事
実
を
形
成
し
居
れ
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
〔
一
九
三
九
年
〕
二
月
一
四
日　

有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
宮
崎
臨
時
代
理
大
使
宛
（
電
報
）」）

四
．
日
仏
対
立
期
（
一
九
三
三
年 

―
一
九
四
一
年
）

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
三
三
年
、
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
に
対
す
る
領
有
権
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
日
本
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
領
有
権
主

張
を
一
貫
し
て
否
認
し
続
け
た
。
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日
本
は
一
九
三
四
年
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
仏フ

蘭ラ
ン

西ス

に
よ
る
『
ス
プ
ラ
ト
リ
』
群
島
（
新
南
群
島
）
占
有
問
題
」
に
つ
い
て
一
九
三
三
年
、
一
九
三
四
年
に
日
仏
政
府
間
で
話

し
合
い
が
行
な
わ
れ
、「
在
巴パ

リ里
日
本
大
使
は
九
年
〔
一
九
三
四
年
〕
三
月
仏
蘭
西
外
務
省
に
対
し
日
本
政
府
は
爾
後
本
件
は
落

着
（clasée
）
し
た
る
も
の
と
考
ふ
る
旨
通
報
」
し
た
（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
二
年
〔
一
九
三
七
年
〕
一
二
月

一
七
日　

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」）。

日
本
政
府
は
一
九
三
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
ス
プ
ラ
ト
リ
ー
群
島
の
領
有
権
主
張
に
対
し
、「
新
南
群
島
」
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス

の
領
有
権
を
否
定
し
、
日
本
の
領
有
と
意
思
表
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

日
中
両
軍
間
に
は
一
九
三
七
年
七
月
七
日
、
盧
溝
橋
事
件
が
起
こ
っ
た
。

日
本
海
軍
は
一
九
三
七
年
九
月
三
日
、
東
沙
島
へ
も
軍
艦
を
派
遣
し
占
領
、
中
国
人
将
校
を
含
む
二
八
名
を
捕
虜
と
し
た
（
浦
野

1997 

二
七
五
頁
）。

日
本
軍
は
一
九
三
七
年
一
〇
月
二
六
日
、
金
門
島
を
占
領
し
た
（
浦
野1997 

三
二
二
頁
）。

井
上
欧
亜
局
長
は
一
九
三
七
年
一
二
月
、
フ
ラ
ン
ス
参
事
官
バ
ル
ビ
エ
に
対
し
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。

「
問
題
の
群
島
に
対
し
て
は
日
本
は
仏
国
の
所
謂
先
占
に
先
ず
十
余
年
来
同
群
島
に
於
て
現
実
に
事
業
を
営
み
来
り
投
資
も
相
当

に
上
り
居
る
事
実
に
基
き
、
権
原
を
主
張
し
仏
国
先
占
の
主
張
を
否
認
し
来
た
れ
る
も
の
に
し
て
我
方
は
現
今
も
亦
継
続
し
て
居
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り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
十
二
年
〔
一
九
三
七
年
〕
一
二
月
一
七
日　

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電

報
）」）

フ
ラ
ン
ス
は
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
近
同
群
島
巡
航
中
の
『
デ
ュ
ー
モ
ン
、
ド
ゥ
ヴ
リ
ー
ル
』
は
『
イ
ツ
ア
バ
』
島
（
邦
名
長な
が

島
）
が
千ち

谷や

を
主
任
と
す
る
在
台
湾

一
漁
業
会
社
に
属
す
る
一
〇
数
名
余
の
日
本
人
に
よ
り
占
拠
せ
ら
れ
居
る
を
発
見
せ
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
在

京
仏
国
大
使
よ
り
九
日
付
け
書
簡
」）

『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
十
二
年
〔
一
九
三
七
年
〕
一
二
月
一
七
日　

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使

宛
（
電
報
）」
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
イ
ツ
ア
バ
島
に
フ
ラ
ン
ス
国
旗
を
再
掲
揚
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、「
千ち

谷や

予
備
海
軍
大
佐
（
形
式

上
台
湾
海
洋
興
業
な
る
漁
業
会
社
の
社
員
と
な
り
居
れ
り
）」
は
「
同
島
の
仏
領
た
る
こ
と
を
認
め
居
ら
ず
と
答
え
」
た
、
と
伝
え
て
い
る
。

「『
イ
ツ
ア
バ
』
島
に
於
て
は
帝
国
政
府
承
認
の
下
に
一
両
年
前
よ
り
邦
人
会
社
に
よ
り
漁
業
営
ま
れ
小
桟
橋
短
波
無
線
台
其
他
の

施
設
行
は
れ
居お

る
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
一
二
年
〔
一
九
三
七
年
〕
一
二
月
一
七
日　

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏

国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」）

「
帝
国
臣
民
の
同
島
〔
新
南
群
島
〕
に
於
け
る
事
業
経
営
、
無
線
台
設
置
及
国
旗
掲
揚
に
関
し
て
は
帝
国
臣
民
は
十
数
年
以
前
よ
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り
同
島
に
於
て
自
由
且
障
害
な
く
事
業
を
経
営
し
来
れ
る
も
の
に
し
て
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
三
年
〔
一

九
三
八
年
〕
一
月
一
二
日　

広
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」）

キ
ロ
ス2010
は
、
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
日
本
の
経
済
的
・
軍
事
的
勢
力
は
一
九
三
七
年
か
ら
増
し
て
お
り
、
同
時
に
台
湾
総
督
府
の

影
響
が
半
官
半
民
の
台
湾
拓
殖
株
式
会
社
を
通
じ
て
高
ま
っ
て
い
た
（
二
〇
六
頁
）、
と
見
て
い
る
。

在
仏
国
杉
村
大
使
は
、「
新
南
群
島
に
関
す
る
仏
国
外
務
次
官
と
の
会
談
内
容
報
告
」
と
し
て
、
杉
村
大
使
は
「
仏
占
拠
の
当
時
我

方
は
既
に
同
島
〔
新
南
島
〕
に
百
万
円
の
投
資
を
為
し
数
千
噸
の
燐
鉱
を
有
し
た
る
次
第
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和

一
三
年
〔
一
九
三
八
年
〕
五
月
二
一
日　

在
仏
国
杉
村
大
使
よ
り
広
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）」）、
と
述
べ
た
。

日
本
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
動
き
に
対
抗
し
て
次
の
措
置
を
と
る
と
伝
え
て
い
る
。

「
我
方
に
於
て
も
之
が
対
抗
上
敷
設
艦
勝カ
ツ

力リ
キ

を
派
遣
す
る
に
決
し
、
同
艦
は
本
月
〔
八
月
〕
九
日
『
イ
ツ
ア
バ
』
に
入
港
、
巡
査
（
五

名
）
及
水
兵
を
上
陸
せ
し
め
、
我
方
の
新
南
群
島
発
見
及
事
業
開
始
の
経
緯
を
刻
め
る
紀
念
碑
を
建
立
す
べ
く
行
動
中
に
し
て
、

尚
近
く
燐
鉱
採
掘
の
為
相
当
数
の
人
夫
を
派
遣
す
る
予
定
な
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
三
年
〔
一
九
三
八
年
〕

八
月
一
五
日　

宇
垣
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」）

日
本
は
、「
新
南
群
島
」
領
有
の
準
備
を
進
め
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
三
八
年
七
月
四
日
、
西
沙
群
島
の
先
占
支
配
を
通
告
し
、
南
沙
群
島
に
つ
い
て
も
七
月
二
五
日
の
第
三
次
申
し
入
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れ
、
八
月
一
九
日
の
第
四
次
申
し
入
れ
を
行
な
い
、
引
続
き
先
占
の
事
実
を
主
張
し
た
（
浦
野1997 

三
二
二
頁
）。

宇
垣
外
務
大
臣
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
抗
し
て
「
新
南
群
島
」
の
領
有
権
を
正
式
に
主
張
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
伝

え
た
。「

新
南
群
島
に
対
し
て
は
帝
国
と
し
て
は
仏
の
主
権
主
張
を
極
力
否
認
す
る
と
共
に
、
他
方
同
島
を
事
実
上
占
有
し
仏
側
に
対
抗

し
来
り
た
る
も
積
極
的
に
同
島
を
日
本
の
領
有
な
り
と
は
主
張
し
た
る
こ
と
な
し
」「
結
局
同
群
島
の
領
有
権
を
正
式
に
主
張
す

る
の
要
あ
る
を
認
め
、
目
下
法
律
上
其
の
他
の
研
究
を
進
め
居
る
次
第
な
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
三
年

〔
一
九
三
八
年
〕
九
月
一
三
日　

宇
垣
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
杉
村
大
使
宛
（
電
報
）」）

キ
ロ
ス2010

に
よ
れ
ば
、「
日
本
軍
艦
が
同
年
〔
一
九
三
八
年
〕
一
〇
月
三
〇
日
、
ま
た
一
二
月
七
日
に
部
隊
、
労
働
者
な
ど
を
イ

ツ
ア
バ
島
に
上
陸
さ
せ
た
」（
八
六
頁
）、
と
い
う
。

「
新
南
群
島
」
領
有
閣
議
決
定
（
一
九
三
八
年
一
二
月
二
三
日
）　　

日
本
政
府
は
一
九
三
八
年
一
二
月
二
三
日
、「
外
務
拓
務
両
大
臣

請
議
新
南
群
島
の
所
属
に
関
す
る
件
」
を
審
査
し
、
次
の
よ
う
に
閣
議
決
定
し
た
。

「
一
．
南
支
那
海
中
北
緯
七
度
乃
至
一
二
度
東
経
一
一
一
度
乃
至
一
一
七
度
即
ち
略
略
仏
領
印
度
支
那
と
比フ
ィ

律リ

賓ピ
ン

群
島
と
の
中
間

に
存
す
る
新
南
群
島
は
従
来
無
主
の
礁
島
と
し
て
知
ら
れ
、
大
正
六
年
〔
一
九
一
七
年
〕
以
降
本
邦
人
は
外
国
人
が
全
然
之
を
顧

慮
せ
ざ
る
前
に
於
て
之
に
巨
額
の
資
本
を
投
下
し
、
恒
久
の
施
設
を
設
け
て
帝
国
政
府
の
承
認
及
援
助
の
下
に
其
の
開
発
に
従
事
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し
居
り
た
る
次
第
な
る
処
昭
和
四
年
〔
一
九
二
九
年
〕
経
済
不
況
の
為
施
設
を
其
の
儘
と
し
一
時
前
記
本
邦
人
が
群
島
を
引
き
揚

げ
居
り
た
る
に
乗
じ
仏
国
政
府
は
昭
和
八
年
〔
一
九
三
三
年
〕
突
如
軍
艦
を
派
し
て
之
を
占
領
し
国
際
法
上
無
主
の
土
地
な
り
と

し
、
其
の
仏
国
主
権
に
帰
属
す
べ
き
を
宣
言
し
、
次
で
之
を
仏
領
印
度
支
那
政
庁
の
所
轄
と
し
た
り
。」

「
二
．」「
昭
和
一
一
年
〔
一
九
三
六
年
〕
本
邦
人
が
再
び
同
群
島
に
於
て
開
発
に
従
事
す
る
や
」
フ
ラ
ン
ス
が
「
主
権
を
主
張
」

し
た
の
で
、「
此
の
際
仏
国
が
領
土
権
を
主
張
す
る
諸
島
及
右
と
一
連
の
新
南
群
島
諸
島
が
帝
国
の
所
属
た
る
こ
と
を
確
定
す
る

こ
と
必
要
と
な
れ
り
。」

「
三
．
就
い
て
は
前
記
新
南
群
島
諸
島
は
別
紙
の
名
称
の
下
に
之
を
自
今
台
湾
総
督
府
の
所
管
と
な
さ
ん
と
す
と
謂
ふ
に
あ
り
。」

「
編
注
一　

本
閣
議
決
定
は
、
一
二
月
二
七
日
に
裁
可
さ
れ
た
。」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
三
年
〔
一
九
三
八
年
〕

一
二
月
二
三
日　

閣
議
決
定　
『
新
南
群
島
の
所
属
に
関
す
る
件
』」）

日
本
は
、
関
係
各
省
協
義
の
上
、
一
九
三
八
年
一
二
月
二
三
日
、
新
南
群
島
の
台
湾
編
入
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
（
浦
野1997 

三
二

三
頁
）。
西
沙
群
島
に
つ
い
て
も
、「
一
九
三
八
年
一
二
月
二
七
日
に
台
湾
編
入
も
決
定
し
た
」（
八
六
頁
）、
と
い
う
。

イ
ン
ド
シ
ナ
総
督
は
一
九
四
〇
年
八
月
二
二
日
、
任
期
を
終
え
た
イ
ツ
ア
バ
島
指
揮
官
Ｍ
・
ボ
ロ
ラ
ウ
氏
に
代
わ
る
者
の
選
抜
に
関

す
る
通
達
を
行
な
っ
た
（
浦
野
一
九
九
七
六
一
八
頁
）。

一
九
四
一
年
八
月
一
二
日
、
中
圻
欽
使
﹇
ベ
ト
ナ
ム
中
部
ア
ン
ナ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
人
総
督
﹈
ブ
ラ
ー
ム
ス
氏
に
代
わ
り
、
マ
ハ
メ
ド

ブ
ア
イ
・
モ
ズ
ィ
ー
ン
氏
を
ア
ム
フ
ィ
ト
リ
ッ
ト
島
嶼
群
（
ホ
ア
ン
サ
群
島
）
行
政
長
官
に
専
任
す
る
、
と
決
定
し
た
（
浦
野1997 

六
一

九
頁
）。
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五
．
日
本
「
新
南
群
島
」
領
有
（
一
九
三
九
年 

―
一
九
五
二
年
）

キ
ロ
ス2010
は
、
日
本
軍
が
一
九
三
九
年
二
月
一
〇
日
、
海
南
島
に
上
陸
し
、
二
八
日
、
海
南
島
の
占
領
を
完
了
、
三
月
一
日
、
西

沙
群
島
を
占
領
、
三
月
三
〇
日
、
南
沙
群
島
も
占
領
し
た
（
四
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。（
日
本
軍
に
よ
る
海
南
島
上
陸
の
日
付
は
、
浦
野

2015

は
日
本
は
「
一
九
三
九
年
一
〇
月
」（
一
四
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
キ
ロ
ス2010

が
正
し
い
と
見
ら
れ
る
。）

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
三
三
年
、
南
シ
ナ
海
島
・
礁
に
対
す
る
占
有
を
主
張
し
た
が
、
日
本
政
府
は
一
九
三
九
年
二
月
一
四
日
、
フ
ラ
ン

ス
政
府
に
対
し
フ
ラ
ン
ス
の
領
有
主
張
を
撤
回
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
。

「〔
一
九
三
九
年
〕
二
月
一
三
日
付
に
て
仏
の
領
有
主
張
の
撤
回
方
を
要
請
す
る
趣
旨
の
回
答
文
を
往
電
第
四
六
号
会
談
の
際
本

大
臣
よ
り
『
ア
ン
リ
』
大
使
に
手
交
し
置
け
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
〔
一
九
三
九
年
〕
二
月
一
四
日　

有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
宮
崎
臨
時
代
理
大
使
宛
（
電
報
）」）

「
二
月
一
三
日
付
に
て
仏
の
領
有
主
張
の
撤
回
方
を
要
請
す
る
趣
旨
の
回
答
文
」
と
は
、
二
月
一
四
日
電
報
「（
付
記
）
欧
三
機
密
第

四
号
」
が
「
二
月
一
三
日
」
付
「
外
務
大
臣　

有
田
八
郎
」
の
「
仏
蘭
西
国
特
命
全
権
大
使
『
シ
ャ
ル
ル
、
ア
ル
セ
ー
ヌ
、
ア
ン
リ
ー
』

閣
下
」
あ
て
の
文
書
で
あ
り
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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「
新
南
群
島
に
対
す
る
帝
国
軍
艦
の
行
動
に
関
し
て
は
既
に
大
正
六
年
以
来
帝
国
臣
民
が
帝
国
政
府
の
支
持
に
よ
り
厳
た
る
占
有

の
事
実
を
形
成
し
居
れ
る
」

日
本
は
「
大
正
六
年
」（
一
九
一
七
年
）
以
来
、「
新
南
群
島
」
を
「
占
有
」
し
て
き
た
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
法
的
手
続
を
行
な
い
、「
領

土
と
し
て
編
入
」
す
る
の
だ
と
い
う
方
針
を
示
し
て
ゆ
く
。

五
―
一
．
台
湾
総
督
府
「
告
示
第
一
二
二
号
」（
一
九
三
九
年
三
月
三
〇
日
）

「
中
華
民
国
外
交
部
檔
案
」
に
は
、
台
湾
総
督
府
の
「
告
示
第
一
二
二
号
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
拙
稿
「
南
シ
ナ
海
問
題

と
中
華
民
国
外
交
部
檔
案
」
に
収
録
し
た
（『
中
央
大
学
経
済
研
究
所
年
報
』
第
四
八
号
、
二
〇
一
六
年
九
月
）。

「
新
南
群
島
」
の
日
本
領
土
編
入
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
は
フ
ラ
ン
ス
に
通
知
し
た
ほ
か
、「
英
、
米
、
独
、
伊
」
に
も
通
告
す
る

こ
と
と
し
た
（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
三
月
二
八
日　

有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
仏
国
宮
崎
臨
時
代
理
大
使
宛
（
電
報
）」）。

日
本
外
務
省
は
一
九
三
九
年
三
月
三
一
日
、「
新
南
群
島
」
の
日
本
領
土
編
入
を
フ
ラ
ン
ス
大
使
に
以
下
の
よ
う
に
伝
え
た
。

「
一
．
三
月
三
一
日
午
前
十
一
時
在
京
仏
国
大
使
の
来
訪
を
求
め
沢
田
次
官
よ
り
」
文
書
を
読
み
あ
げ
、「
新
南
群
島
を
三
月
三
〇

日
付
を
以
て
台
湾
総
督
府
の
管
轄
に
編
入
を
了
せ
る
旨
、
竝
び
に
右
の
次
第
を
仏
本
国
政
府
に
通
報
あ
り
た
き
旨
を
付
言
し
た

り
。」

「
二
．」「『
ア
ン
リ
』
大
使
は
」「
日
本
は
実
効
的
占
有
（occupation effectual
）
に
も
同
時
に
着
手
せ
ら
る
る
も
の
な
り
や
と
反
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問
せ
り
。
依
て
次
官
は
我
方
は
以
前
よ
り
実
効
的
占
有
を
行
ひ
居
る
も
の
な
る
を
以
て
こ
の
点
は
問
題
と
な
ら
ず
、
唯
法
律
上
の

手
続
未
了
な
り
し
に
付
今
回
之
を
完
了
せ
る
も
の
な
り
と
述
べ
た
る
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
三
月
三

一
日　

沢
田
（
廉
三
）
外
務
次
官
・
在
本
邦
ア
ン
リ
仏
国
大
使
会
談
」）

「
実
効
的
占
有
（occupation effectual

）」
は
、「
実
効
支
配
」
と
同
義
で
あ
ろ
う
。

日
本
は
、
中
華
民
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ベ
ト
ナ
ム
・
オ
ラ
ン
ダ
／
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
は
通
告
対
象
と
し
て
い
な
い
。
中
華
民
国
は

日
本
と
交
戦
中
だ
っ
た
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
、
ベ
ト
ナ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
オ
ラ
ン
ダ

の
植
民
地
だ
っ
た
。

（
キ
ロ
ス2010

は
、「
日
本
政
府
は
西
沙
群
島
、
東
沙
群
島
、
そ
し
て
南
沙
群
島
（
い
わ
ゆ
る
新
南
群
島
）
の
完
全
な
占
領
を
四
月
九
日
に
公
式
に
宣

言
し
た
」（
四
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
四
月
九
日
」
と
い
う
日
付
は
不
正
確
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ロ
ス2010

は
、
台
湾
総
督
府
が
「
一
九
三
九
年

の
二
月
に
西
沙
群
島
・
南
沙
群
島
（
新
南
群
島
）、
を
公
式
に
編
入
さ
せ
た
」（
二
〇
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
二
月
」
は
不
正
確
で
あ
る
。）

「
新
南
群
島
」
各
島
日
本
名
称
（
一
九
三
九
年 

―
一
九
五
二
年
）

日
本
外
務
省
は
一
九
三
九
年
四
月
一
七
日
、
新
南
群
島
の
島
名
を
発
表
し
た
。

日
本
名
の
も
と
は
、
西
洋
名
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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五
―
二
．
仲
裁
裁
判
付
議
提
案
、
仏
・
英
の
抗
議
、
米
の
拒
否
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
紙
の
分
析

（
一
）
仲
裁
裁
判
付
議
提
案
と
拒
否

日
本
の
「
新
南
群
島
」
編
入
決
定
を
前
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
二
月
一
七
日
、「
新
南
群
島
問
題
」
に
つ
い
て
仲
裁
裁
判
に
付

議
す
る
提
案
を
行
な
っ
た
。

「
新
南
群
島
の
問
題
に
付
て
は
仏
蘭
西
政
府
は
去
る
二
月
一
七
日
書
簡
に
於
て
帝
国
政
府
が
仏
の
主
権
を
容
認
せ
ざ
る
こ
と
を
認

新名称〔日本名〕 旧名称〔西洋名〕
北二子島 North Danger North East Cay

南二子島 North Danger South West Cay

西青島 West York I.

三角島 Thi tu I.

中小島 Loai ta I.

亀甲島 Elat I.

南洋島 Nanshan I.

長島 Titu aba I.

北小島 Sand Cay

南小島 Nam Yit I.

飛鳥島 Sin Cowe I.

西鳥島 Spratley I.

丸島 Amboyna Cay

　出所：浦野2015 67-68頁

表　新南群島各島日本名称
　　（1939年 4 月17日日本外務省）計13島
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め
ら
る
る
と
共
に
本
問
題
を
仲
裁
裁
判
に
付
議
す
る
用
意
あ
る
旨
を
示
唆
し
越
さ
れ
た
り
。」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
Ⅲ
』
所
収

「
昭
和
一
四
年
四
月
三
日　

在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
佐
藤
総
領
事
よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）」）

こ
れ
に
対
し
、
沢
田
次
官
は
三
月
三
一
日
、
次
の
よ
う
に
拒
絶
し
た
。

「
本
件
を
仲
裁
裁
判
に
付
議
せ
ん
と
の
示
唆
に
付
て
は
帝
国
政
府
は
右
を
以
て
本
問
題
の
円
満
解
決
に
関
し
貢
献
し
得
る
も
の
と

思
考
せ
ず
。
又
右
に
付
議
す
る
の
必
要
を
認
め
ざ
る
も
の
な
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
十
四
年
四
月
三
日　

在
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
佐
藤
総
領
事
よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）」）

な
お
、
キ
ロ
ス2010

に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
中
華
民
国
に
も
仲
裁
裁
判
提
案
を
し
て
い
た
、
と
い
う
。

（
二
）
仏
・
英
の
抗
議

日
本
が
「
新
南
群
島
」
編
入
を
決
定
す
る
と
、
仏
・
英
両
国
は
抗
議
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
、「
四
月
五
日
在
京
仏
国
大
使
沢
田
次
官
を
来
訪
し
別
紙
抗
議
文
を
手
交
せ
り
」（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
Ⅲ
』
所
収
「
昭

和
一
四
年
四
月
五
日　

沢
田
外
務
次
官
・
在
本
邦
ア
ン
リ
仏
国
大
使
会
談
」）。

イ
ギ
リ
ス
は
、「
一
〇
日
在
京
英
国
代
理
大
使
『
ド
ツ
ヅ
』（『
ク
レ
ー
ギ
ー
』
支
那
旅
行
中
）
沢
田
次
官
を
来
訪
し
新
南
群
島
編
入
に

関
す
る
日
本
の
主
張
を
容
認
し
得
ざ
る
旨
の
後
記
公
文
を
手
交
し
」
た
（『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
四
月
十
二
日　

有
田
外
務
大
臣
よ
り
在
英
国
重
光
大
使
宛
（
電
報
）」）。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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（
三
）
米
の
拒
否
・
抗
議

キ
ロ
ス2010

は
、
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ル
国
務
長
官
が
一
九
三
九
年
五
月
一
七
日
、
日
本
海
軍
の
西
沙
群
島
・
南
沙
群
島
に
占
領
に
対
し

て
抗
議
文
書
を
提
出
し
た
（
一
〇
二
頁
）、
と
述
べ
て
い
る
。

『
日
本
外
交
文
書　

昭
和
期
Ⅲ
』
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
に
よ
る
「
新
南
群
島
」
編
入
に
対
し
て
、「
米
国
政
府
は
」「
日
仏

間
主
張
の
相
違
の
当
否
は
暫
く
置
き
米
国
政
府
は
国
際
間
の
問
題
は
交
渉
、
協
定
又
は
仲
裁
に
依
り
調
整
す
べ
き
こ
と
を
唱
道
す
る
」

と
述
べ
つ
つ
、「
日
本
政
府
が
主
権
を
主
張
す
る
根
拠
を
正
当
と
看み

な做
さ
る
べ
き
何
等
の
行
動
を
も
従
来
執
ら
ざ
り
し
。
島
嶼
又
は
珊

瑚
礁
を
一
括
其
の
領
域
に
編
入
せ
る
措
置
は
何
等
国
際
的
効
力
を
有
せ
ず
と
思
考
す
。」（「
昭
和
一
四
年
五
月
一
八
日　

在
米
国
堀
内
大
使

よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）」）
と
否
認
の
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。

な
お
、
キ
ロ
ス2010

に
よ
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
割
譲
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
領
土
の
「
珊
瑚
礁
三
角
」
と
重
な
り
合
う

こ
と
を
避
け
る
た
め
、
日
本
政
府
は
一
九
三
九
年
に
も
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
新
南
群
島
の
境
界
線
を
変
更
し
た
（
二
一
四
頁
）、
と
い
う
。

（
四
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
紙
の
分
析

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
紙
は
、
日
本
に
よ
る
「
新
南
群
島
領
有
」
の
意
図
に
つ
い
て
次
の
分
析
を
発
表
し
た
。

日
本
に
よ
る
「
新
南
群
島
領
有
」
は
「
軍
事
上
重
要
な
る
地
に
あ
る
」、「
日
本
の
最
後
の
目
的
は
比フ
ィ
リ
ピ
ン

律
賓
及お
よ
び

新シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

嘉
坡
に
あ
る
こ

と
は
明
白
」、「『
マ
ラ
ッ
カ
』
海
峡
に
近
き
同
島
の
位
置
、
河ハ
ノ
イ内
、
新
嘉
坡
、『
ボ
ル
ネ
オ
』
油
田
及
馬マ

尼ニ

刺ラ

を
飛
翔
圏
内
と
す
る

航
空
機
の
根
拠
地
と
な
る
べ
き
事
実
及
海
南
島
よ
り
更
に
南
方
七
百
哩
の
地
点
に
日
本
軍
の
前
哨
を
置
く
こ
と
」（『
日
本
外
交
文

書　

昭
和
期
Ⅲ
』
所
収
「
昭
和
一
四
年
四
月
四
日　

在
シ
ド
ニ
ー
若
松
総
領
事
よ
り
有
田
外
務
大
臣
宛
（
電
報
）」）
で
あ
る
。
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五
―
三
．『
官
報
』
第
三
六
八
三
号
（
同
年
四
月
一
八
日
）
に
よ
る
公
告

『
官
報
』
第
三
六
八
三
号
（
昭
和
一
四
年
四
月
一
八
日
）
掲
載
の
「
台
湾
総
督
府
令
第
三
一
号
」（
一
九
三
九
年
三
月
三
〇
日
）
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

「
大
正
九
年
〔
一
九
二
〇
年
〕
府
令
第
四
七
号
州
、
庁
の
位
置
、

管
轄
区
域
及
郡
市
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
中
左
の
通
り
改

正
す

　

昭
和
一
四
年
〔
一
九
三
九
年
〕
三
月
三
〇
日

 

台
湾
総
督　

小
林　

躋
造

　

高
雄
州
高
雄
市
の
管
轄
区
域
中
「
内
惟
」
の
下
に
「
新
南
群

島
」
を
加
え
其
の
区
域
等
は
別
に
之
を
告
示
す

　
　
　

付
則

本
令
は
公
示
の
日
よ
り
之
を
施
行
す
」

　出所：『官報』第3683号

図　臺灣總督府令第三十一號

日本による南シナ海諸島・礁の領有

― ₇₃ ―

JICS88_01-03_051-080_T03_Saitou_CS6.indd   73 2017/09/15   19:26



五
―
四
．
一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝
日
新
聞
』
記
事

『
官
報
』
第
三
六
八
三
号
と
同
日
の
一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝
日
新
聞
』
記
事
「
新
南
群
島
の
管
轄
決
定　

け
ふ
公
告
・
中
外

に
闡
明
）
2
（

」
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

「
帝
国
政
府
で
は
古
く
か
ら
無
主
の
珊
瑚
礁
島
嶼
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
南
支
那
海
の
新
南
群
島
を
三
月
三
〇
日
付
の
台
湾
総
督

府
令
に
よ
り
『
高
雄
市
の
管
轄
に
属
せ
し
め
た
』
が
〔
、〕
更
に
こ
れ
を
本
一
八
日
付
官
報
に
よ
っ
て
公
告
し
、
内
外
に
闡
明
す

る
こ
と
と
な
っ
た
、
而し
か

し
て
帝
国
政
府
で
は
三
月
三
〇
日
に
台
湾
総
督
府
令
を
公
布
す
る
と
共
に
、
昭
和
八
年
〔
一
九
三
三
年
〕

に
七
島
嶼
□
〔
並
び
？
〕
に
そ
の
島
嶼
を
領
土
に
編
入
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
仏
国
を
始
め
関
係
諸
国
に
こ
れ
を
通
告
す
る
必
要

を
認
め
、
三
一
日
に
ア
ン
リ
駐
日
仏
大
使
を
外
務
省
に
招
致
し
て
こ
の
旨
を
通
告
し
、
更
に
同
日
英
米
両
国
に
対
し
て
も
ワ
シ
ン

ト
ン
及
び
ロ
ン
ド
ン
に
於
て
同
様
の
通
告
を
な
し
た
」。

「
大
正
七
年
〔
一
九
一
八
年
〕
一
一
月
小
倉
卯
之
助
中
佐
を
首
班
と
す
る
探
検
隊
が
ラ
サ
島
燐
鉱
会
社
の
依
嘱
に
よ
り
暮
の
一
二

月
二
六
日
に
小
島
を
発
見
二
子
島
と
命
名
、
更
に
翌
八
年
〔
一
九
一
九
年
〕
一
月
一
日
に
南
二
子
島
、
一
〇
日
に
西
青
ヶ
島
を
発

見
、
西
青
ヶ
島
に
上
陸
し
て
同
島
上
に
占
領
標
木
を
建
て
た
。」

『
朝
日
新
聞
』
記
事
「
新
南
群
島
発
見
に
生
き
た
記
録
」（
一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
） 　
　

同
じ
く
一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝
日

新
聞
』
記
事
「
新
南
群
島
発
見
に
生
き
た
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
海
軍
中
佐
小
倉
卯
之
助
（
六
二
歳
）
は
大
正
七
年
、「
ラ
サ
工
業
株
式
会

社
」
の
探
検
船
報
効
丸
（
八
三
ト
ン
の
老
朽
船
）
の
首
班
と
し
て
監
督
船
長
佐
藤
昌
男
、
農
学
士
近
藤
三
□
〔
衛
？
〕、
歩
兵
中
尉
武
藤
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□
〔
寿
？
〕
治
ら
ほ
か
、
乗
組
員
二
〇
余
名
を
率
い
て
渡
島
し
た
。

　

小
倉
ら
は
、「
こ
の
群
島
に
小
帆
船
を
漕
ぎ
寄
せ
て
第
一
歩
を
印
し
、『
日
本
領
土
』
の
記
念
す
べ
き
標
識
を
打
ち
樹た

て
た
。」

一
二
月
二
六
日
、
ノ
ー
ス
デ
ン
ジ
ャ
ー
島
（
北
二
子
島
）
を
発
見
、「
三
〇
日
、」「
北
険
礁
に
上
陸
調
査
し
た
。」「
三
〇
日
、
檜
の

標
柱
を
こ
の
島
に
打
ち
立
て
、
こ
の
日
を
以
て
帝
国
□
〔
領
？
〕
土
と
な
っ
た
」。「
二
ケ
月
に
亘
り
五
島
の
調
査
を
完
了
し
て
翌

大
正
八
年
四
月
に
東
京
に
□
〔
も
ど
っ
て
？
〕
き
た
」。「
大
体
英
名
の
ウ
エ
ス
ト
ヨ
ー
ク
、
イ
ツ
ア
バ
ー
等
は
皆
遭
□
〔
難
？
〕

船
の
名
か
ら
と
っ
た
も
の
」。「
一
帯
に
浅
瀬
や
岩
礁
が
多
く
」「
普
通
の
汽
船
で
は
近
寄
る
事
が
困
難
だ
」。

海
軍
中
佐
副
島
村
八
（
六
一
歳
）
は
大
正
九
年
、
探
検
隊
長
と
し
て
一
二
五
ト
ン
の
発
動
機
船
・
第
二
和
気
丸
で
第
二
次
調
査
を
行

な
い
、「
西
鳥
島
始
め
都
合
一
一
島
の
調
査
を
完
了
、
夫そ
れ
ぞ
れ々

の
島
嶼
に
長
さ
四
尺
、
三
寸
角
の
木
標
に
日
付
、
帝
国
領
土
、〔
ラ
サ
工
業
〕

社
長
恒
藤
博
士
の
名
を
記
し
て
防
腐
剤
を
塗
り
、
秘
密
の
箇
所
に
埋
め
て
置
い
た
」。

日
本
の
「
ラ
サ
島
燐
鉱
会
社
」
は
大
正
七
年
〔
一
九
一
八
年
〕、
南
シ
ナ
海
諸
島
の
開
発
に
着
手
し
た
（
一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝

日
新
聞
』）。

副
島
村
八
は
大
正
一
二
年
、
第
三
次
の
探
検
隊
長
と
し
て
帆
船
兼
用
の
南
星
丸
（
二
〇
〇
ト
ン
）
で
南
シ
ナ
海
の
群
島
を
調
査
し
た
。

日
本
は
一
九
二
一
年
、
長
島
（
の
ち
太
平
島
。
英
名
：
イ
ツ
ア
バ
島
）
に
出
張
所
を
設
置
（
浦
野2015 

八
六
頁
）
し
た
。
そ
の
後
、
日
本

海
軍
は
一
九
三
七
年
、
東
沙
島
を
占
領
し
、
日
本
は
一
九
三
八
年
、
長
島
を
含
む
新
南
群
島
・
西
沙
群
島
を
編
入
し
た
（
浦
野2015 

九

〇
頁
）。

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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新
南
群
島
の
範
囲
は
、『
朝
日
新
聞
』
同
記
事
に
よ
れ
ば
、「
北
緯
七
度
乃
至
一
二
度
、
東
経
一
一
一
度
乃
至
一
一
七
度
」
で
あ
る
。

一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝
日
新
聞
』
記
事
「
法
的
根
拠　

我
方
び
実
効
的
先
占　

仏
の
宣
言
は
不
完
全
」
の
法
的
見
解
は
次
の

二
点
で
あ
る
と
す
る
。

「
一 

、
無
主
の
土
地
の
領
土
編
入
に
つ
い
て
の
条
件
は
第
一
に
当
該
国
が
領
土
編
入
の
意
思
を
も
っ
て
い
て
こ
れ
を
表
明
す
る
こ

と
、
第
二
に
当
該
国
が
こ
の
新
領
土
に
対
し
実
効
的
占
有
の
条
件
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

 

二 

、
而
し
て
領
土
編
入
の
意
思
は
今
回
総
督
府
令
を
以
て
公
告
し
た
の
で
明
か
で
あ
り
実
効
的
占
有
の
条
件
は
大
正
七
年
〔
一
九

一
八
年
〕
ラ
サ
島
燐
鉱
解
釈
が
事
業
経
営
に
着
手
し
た
時
に
始
ま
っ
て
い
る
。」

こ
の
う
ち
、
一
の
条
件
は
、
拙
著
『
尖
閣
問
題
総
論
』（
創
英
社
／
三
省
堂
書
店 

二
〇
一
四
年
三
月
）
で
確
認
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

『
朝
日
新
聞
』
同
記
事
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

一 

．
フ
ラ
ン
ス
は
昭
和
八
年
〔
一
九
三
三
年
〕
七
月
二
五
日
、
ア
ス
ト
ロ
ラ
、
ア
ラ
ー
ト
両
通
報
艦
が
新
南
群
島
を
発
見
し
た
と

い
う
理
由
で
同
島
に
対
す
る
先
占
宣
言
を
し
た
。

二 

、
こ
れ
ら
の
諸
島
は
無
主
の
地
と
し
て
長
年
一
般
に
知
ら
れ
て
い
た
。
大
正
七
年
以
来
、
ラ
サ
島
燐
鉱
会
社
が
開
発
に
従
事
し
、

永
久
的
施
設
を
施
し
て
お
り
、
日
本
政
府
は
こ
れ
を
最
初
か
ら
承
認
し
、
援
助
も
行
な
っ
て
お
り
、
実
効
的
先
占
は
日
本
に
あ
る
。

三 

、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
実
情
を
無
視
し
、
一
方
的
に
先
占
宣
言
を
行
な
っ
た
。
日
本
政
府
は
こ
れ
を
承
認
せ
ず
、
昭
和
八
年
八
月
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二
一
日
、
時
の
沢
田
駐
仏
大
理
大
使
に
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
に
対
し
抗
議
的
警
告
を
提
出
し
た
。

四
、
フ
ラ
ン
ス
の
先
占
宣
言
は
、
経
度
を
以
て
島
嶼
の
位
置
を
指
摘
し
て
い
な
い
。

　

 
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
関
係
に
て
は
、
一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
講
和
条
約
第
三
条
に
よ
り
、
比
島
の
「
本
島
に
最
も
近
接

せ
る
部
分
は
北
緯
七
度
四
〇
分
、
東
経
一
一
六
度
よ
り
北
緯
一
〇
度
、
東
経
一
一
八
度
」
の
一
線
な
の
で
、「
我
が
方
の
範
囲

と
抵
触
し
な
い
。」

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
三
九
年
五
月
五
日
、
テ
ュ
ア
・
テ
ィ
エ
ン
省
に
付
属
す
る
ク
レ
セ
ン
ト
及
び
付
属
島
嶼
﹇
永
楽
群
島
﹈
と
ア
ム

フ
ィ
ト
リ
ト
お
よ
び
付
属
島
嶼
﹇
宣
徳
群
島
﹈
と
い
う
二
支
庁
に
分
割
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
（
浦
野1997 

三
四
一
頁
）。

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
三
九
年
九
月
一
一
日
、
メ
ー
リ
ン
グ
号
を
長
島
﹇
イ
ツ
ア
バ
島
／
太
平
島
﹈
に
派
遣
し
、
ア
ン
ナ
ン
人
一
七
名
を

上
陸
さ
せ
た
が
、
同
船
は
そ
の
ま
ま
座
礁
し
た
（
浦
野1997 

三
五
四
頁
）。

五
―
五
．
日
本
軍
仏
印
進
駐
か
ら
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
へ

日
本
の
仏
印
進
駐　
　

日
本
は
、
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
中
の
一
九
四
〇
年
九
月
、
北
部
仏
印
（
フ
ラ
ン
ス
領
ベ
ト
ナ
ム
北
部
）
に
進

駐
し
た
。
一
九
四
一
年
七
月
、
さ
ら
に
南
部
仏
印
に
進
駐
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
一
九
四
〇
年
一
〇
月
三
日
、
南
シ
ナ
海
か
ら
バ
ン
・
ホ
ー
レ
ン
号
で
引
き
上
げ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
（
浦
野1997 

三

六
三
頁
）。

新
南
群
島
は
一
九
四
二
年
一
二
月
五
日
、
大
暴
風
雨
に
よ
り
全
島
が
破
壊
さ
れ
、
ま
た
津
波
に
よ
っ
て
島
は
水
面
下
約
二
―
三
メ
ー

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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ト
ル
に
没
し
た
。
以
後
の
事
情
は
わ
か
っ
て
い
な
い
（
浦
野1997 

三
六
九
頁
）。

日
本
は
一
九
四
五
年
三
月
、
フ
ラ
ン
ス
勢
力
を
倒
し
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は
グ
エ
ン
朝
の
第
一
三
代
皇
帝
バ
オ
ダ
イ
帝
（
在
位
一
九
二

六
―
一
九
四
五
。
八
月
二
六
日
退
位
）
を
元
首
と
し
た
。

キ
ロ
ス2010
は
、
日
本
軍
が
一
九
四
五
年
三
月
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
で
フ
ラ
ン
ス
勢
力
を
倒
し
、
ベ
ト
ナ
ム
を
独
立
さ
せ
、
一
一
日

に
バ
オ
ダ
イ
帝
が
ベ
ト
ナ
ム
の
独
立
宣
言
を
発
し
た
（
一
三
一
頁
）、
と
し
て
い
る
。

カ
イ
ロ
宣
言
・
ヤ
ル
タ
協
定
・
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言　
　

連
合
国
は
、
日
本
の
敗
戦
が
見
通
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
カ
イ
ロ
宣
言
（
一
九

四
三
年
七
月
）・
ヤ
ル
タ
協
定
（
一
九
四
五
年
二
月
）・
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
（
一
九
四
五
年
七
月
）
を
ま
と
め
た
が
、
カ
イ
ロ
宣
言
・
ヤ
ル
タ
協

定
・
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
南
シ
ナ
海
の
扱
い
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
一
九
五
二
年
四
月
）　　

日
本
は
一
九
四
五
年
八
月
、
敗
戦
に
よ
り
南
シ
ナ
海
か
ら
撤
退
し
た
。

日
本
は
一
九
五
一
年
九
月
、
戦
後
処
理
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
発
効
）

に
調
印
し
、
そ
の
第
二
条
（
ｆ
）
で
南
シ
ナ
海
諸
島
を
放
棄
し
た
。

「
日
本
国
は
、
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
。」

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
に
発
効
し
た
。

日
本
は
「
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
」
を
放
棄
し
た
が
、
当
時
の
状
況
か
ら
言
っ
て
、
こ
れ
ら
の
海
域
は
米
軍
の
勢
力
下
に
あ
っ
た

と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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日
華
平
和
条
約
（
一
九
五
二
年
四
月
）　　

日
本
は
一
九
五
二
年
四
月
、
中
華
民
国
と
日
華
平
和
条
約
（「
日
本
国
と
中
華
民
国
と
の
間
の

平
和
条
約
」。
日
台
条
約
と
も
略
称
さ
れ
る
）
に
調
印
し
、
新
南
群
島
・
西
沙
群
島
の
放
棄
を
確
認
し
た
。

「
第
二
条　

日
本
国
は
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
の

平
和
条
約
（
以
下
「
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
」
と
い
う
。）
第
二
条
に
基
き
、
台
湾
及
び
澎
湖
諸
島
並
び
に
新
南
群
島
及
び
西
沙

群
島
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
原
及
び
請
求
権
を
放
棄
し
た
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
。」

日
本
の
敗
戦
と
「
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
」
放
棄
後
、
中
華
民
国
（
台
湾
）・
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ト
ナ
ム
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
中
華
人

民
共
和
国
・
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
が
「
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
」
す
な
わ
ち
南
シ
ナ
海
の
西
沙
群
島
、
中
沙
群
島
、
東
沙
群
島
・
南
沙

諸
島
に
対
す
る
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争
う
よ
う
に
な
る
。
中
華
民
国
は
、
一
九
三
九
年
に
は
南
シ
ナ
海
の
領
有
意
思
は
持
っ
て
い
た
と

見
ら
れ
る
が
、
一
九
四
五
年
に
は
日
本
が
「
新
南
群
島
及
び
南
沙
群
島
」
か
ら
撤
退
し
た
の
ち
、
直
ち
に
南
シ
ナ
海
の
領
有
権
を
表
明

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
中
華
民
国
に
よ
る
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
「
一
一
段
線
」
主
張
の
前
提
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

六
．
小　
　
　

結

日
本
は
、
一
九
一
七
年
か
ら
事
実
上
、
南
シ
ナ
海
を
占
領
し
て
き
た
と
称
し
て
い
る
が
、
一
九
三
九
年
三
月
三
〇
日
、
新
南
群
島
に

対
す
る
日
本
に
よ
る
実
効
支
配
の
法
的
手
続
き
を
完
了
し
た
。
日
本
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
、
連
合
国
に
降
伏
し
、
一
九
五
一

日本による南シナ海諸島・礁の領有
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年
九
月
八
日
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
で
南
シ
ナ
海
諸
島
・
礁
の
放
棄
に
同
意
し
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
、
同
条
約
は
発

効
し
た
。

こ
の
領
有
行
為
は
、
短
期
間
（
一
九
三
九
年
―
一
九
五
二
年
）
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
中
華
民
国
に
よ
る
「
一
一
段
線
」
主
張
と

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
中
華
人
民
共
和
国
に
よ
る
「
九
段
線
」
主
張
の
原
型
と
な
っ
た
と
い
う
点
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た

（
二
〇
一
七
年
三
月
脱
稿
）。

注
（
1
） 

ウ
リ
セ
ス
・
グ
ラ
ナ
ド
ス
・
キ
ロ
ス
『
共
存
と
不
和
：
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
領
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
の
分
析　

一
九
〇
二
―
一
九
五
二
年
』

の
存
在
は
、
中
央
大
学
教
授
土
田
哲
夫
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
2
） 

一
九
三
九
年
四
月
一
八
日
『
朝
日
新
聞
』
記
事
の
存
在
は
、
明
治
史
研
究
者
宮
地
正
人
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
記
し
て
感
謝
す
る
。
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